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１ 【提出理由】

当社は、当社の連結子会社である株式会社みなと銀行（以下、「みなと銀行」）及び株式会社関西アーバン銀行

（以下、「関西アーバン銀行」）が、平成29年９月26日開催の取締役会において、株式会社りそなホールディングス

（以下、「りそなホールディングス」）が新設する持株会社（以下、「本持株会社」）を株式交換完全親会社、みな

と銀行及び関西アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行うこと等によりみ

なと銀行、関西アーバン銀行及び株式会社近畿大阪銀行（以下、「近畿大阪銀行」）の経営統合を行うことを決議

し、同日付でりそなホールディングス、当社、株式会社三井住友銀行、みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪

銀行の間で統合契約書を締結したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第14号の２の規定に基づき、平成29年９月27日に臨時報告書を提出いたしました（平成29年10月13日提出

の臨時報告書の訂正報告書によりその一部を訂正しております。）。

今般、本日付で、本持株会社として株式会社関西みらいフィナンシャルグループが設立され、本日付で、同社、関

西アーバン銀行及びみなと銀行の間で本株式交換に係る株式交換契約が締結されたことにより、未確定事項の一部が

確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

　

２ 【訂正事項】

(2)　本株式交換の相手会社についての事項

　　①　商号、本店所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

　(4)　本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

　　④　本株式交換の日程

　　⑤　その他の株式交換契約の内容

　

３ 【訂正内容】

訂正内容は　を付して表示しております。

 

(2)　本株式交換の相手会社についての事項

　　①　商号、本店所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

（訂正前）

（前略）

　　資本金の額　　　　　29,589,614,338円（予定）

　　　純資産の額　　　　　未定

　　　総資産の額　　　　　未定

（中略）

　　（注）　本持株会社は関係当局の認可取得後、平成29年11月頃に設立予定です。

 
（訂正後）

（前略）

　　資本金の額　　　　　250,000,993円（本日現在）

　　　純資産の額　　　　　500,001,985円（本日現在）

　　　総資産の額　　　　　500,001,985円（本日現在）

（中略）

　　※　注の削除
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(4)　本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

　　④　本株式交換の日程

（訂正前）

本統合契約の締結に関するみなと銀行及び関西アーバン銀行の取締役会並

びに同契約の締結

平成29年９月26日

本株式交換に係る株式交換契約の締結に関するみなと銀行及び関西アーバ

ン銀行の取締役会決議並びに同契約の締結

平成29年11月頃（予定）

本持株会社、みなと銀行及び関西アーバン銀行の臨時株主総会、関西アー

バン銀行の普通株主及び第一種優先株式の株主による臨時種類株主総会

平成29年12月26日（予定）

本株式交換の効力発生日 平成30年４月１日（予定）
 

 
（訂正後）

本統合契約の締結に関するみなと銀行及び関西アーバン銀行の取締役会並

びに同契約の締結

平成29年９月26日

本株式交換に係る株式交換契約の締結に関するみなと銀行及び関西アーバ

ン銀行の取締役会決議並びに同契約の締結

平成29年11月14日

本持株会社、みなと銀行及び関西アーバン銀行の臨時株主総会、関西アー

バン銀行の普通株主及び第一種優先株式の株主による臨時種類株主総会

平成29年12月26日（予定）

本株式交換の効力発生日 平成30年４月１日（予定）
 

　　⑤　その他の株式交換契約の内容

（訂正前）

本持株会社、みなと銀行及び関西アーバン銀行において、末尾の別添１記載の内容の株式交換契約を締結す

る予定です。

 

（訂正後）

本持株会社、みなと銀行及び関西アーバン銀行において、末尾の別添１記載の内容の株式交換契約を締結い

たしました。
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